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第14号 

編 集

「使用料、手数料等の取扱い」、「自治会・行政連絡機構の取扱い」、「コミュニティ施

策の取扱い」、「その他事業（温泉事業）の取扱い」についての協議及び「住民説明会資料

（素案）」についての提案説明がありました。

第26回協議会

「住民説明会資料（素案）」についての協議及び溝辺町長から溝辺町議会において、

「合併協議会から離脱するする決議」が可決されたことについて、報告がありました。

第27回協議会

姶良中央地区1市6町（国分市、溝辺町、横川町、牧園町、霧島町、隼人町、福山町）

シリーズ「まちの顔」 今月は溝辺町 を紹介します

写真は、左から「溝辺町ふれあい温泉センター」と

「上床どーむ」です



姶
良
中
央
地
区
合
併
協
議
会
の
第
二
十

六
回
協
議
会
が
六
月
十
日
、
第
二
十
七
回

協
議
会
が
六
月
二
十
四
日
に
国
分
シ
ビ
ッ

ク
セ
ン
タ
ー
多
目
的
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
会
議
で
は
合
併
協
定
項
目
の
う

ち
、
五
つ
の
事
項
に
つ
い
て
協
議
さ
れ
承
認

さ
れ
ま
し
た
。

第
二
十
六
回
協
議
会

【
協
議
さ
れ
た
事
項
】

○
協
議
第
六
十
六
号
　
使
用
料
、
手
数
料
等
の

取
扱
い
に
つ
い
て

新
市
に
お
け
る
使
用
料
、
手
数
料
等
の

取
扱
い
に
つ
い
て
、
協
議
の
う
え
次
の
と
お

り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

一
　
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て

現
行
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
同

一
又
は
類
似
す
る
施
設
の
使
用
料
に
つ

い
て
は
、
合
併
ま
で
に
調
製
す
る
こ
と

二
　
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
負
担
の
公
平

性
の
原
則
を
基
本
に
、
サ
ー
ビ
ス
に
対

す
る
適
正
な
負
担
額
を
決
定
し
、
合
併

ま
で
に
調
製
す
る
こ
と

○
協
議
第
六
十
七
号
　
自
治
会
・
行
政
連
絡
機

構
の
取
扱
い
に
つ
い
て

新
市
に
お
け
る
自
治
会
・
行
政
連
絡
機

構
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
協
議
の
う
え
次
の

2

第
二
十
六
回
・
第
二
十
七
回

協
議
会
内
容

協議会における審議状況

と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

一
　
自
治
会
の
名
称
な
ど
の
取
扱
い
は
、

合
併
ま
で
に
関
係
団
体
と
協
議
を
行
い

調
製
す
る
こ
と

二
　
自
治
会
な
ど
の
組
織
は
現
行
の
と
お

り
と
す
る
。
な
お
、
規
模
、
区
域
を
含

め
、
見
直
し
を
す
る
場
合
は
原
則
と
し

て
地
域
の
自
主
性
に
委
ね
る
こ
と

三
　
自
治
会
と
行
政
と
の
連
絡
調
整
を
行

う
委
託
事
務
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市

に
引
き
継
ぎ
、
方
式
は
業
務
委
託
と
す

る
。
た
だ
し
、
委
託
内
容
及
び
委
託
料

に
つ
い
て
は
、
随
時
調
整
し
、
二
年
以

内
に
統
一
す
る
こ
と

○
協
議
第
六
十
八
号
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
策
の

取
扱
い
に
つ
い
て

新
市
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
策
の
取

扱
い
に
つ
い
て
、
協
議
の
う
え
次
の
と
お
り

承
認
さ
れ
ま
し
た
。

一
　
新
市
の
旧
区
域
ご
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

組
織
体
系
図
は
、
次
頁
の
と
お
り
と
す

る
こ
と（
体
系
図
は
、
前
回
第
十
三
号
協

議
会
だ
よ
り
の
七
ペ
ー
ジ
に
掲
載
済
み
）

二
　
地
区
公
民
館
（
会
）、
自
治
公
民
館
、

集
落
運
営
補
助
金
は
、
現
行
の
と
お
り

新
市
に
引
き
継
ぎ
、
新
市
に
お
い
て
、

二
年
以
内
の
制
度
の
統
一
化
に
む
け
検

討
を
行
う
。

な
お
、
補
助
金
と
は
別
に
、
合
併
ま

で
に
、
地
域
活
動
の
活
性
化
を
図
る「
地

区
活
性
化
補
助
制
度
（
仮
称
）」
を
創
設

す
る
こ
と

三
　
各
種
施
設
整
備
補
助
制
度
は
、
国
分

市
の
例
を
参
考
に
、
合
併
ま
で
に
統
一

し
た
制
度
を
構
築
す
る
こ
と

四
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
を
活
用
し
た
ま

ち
づ
く
り
事
業
は
、
新
市
に
引
き
継
ぎ
、

国
分
市
及
び
霧
島
町
の
例
を
参
考
に
、

合
併
ま
で
に
統
一
し
た
制
度
を
構
築
す

る
こ
と

○
協
議
第
六
十
九
号
　
そ
の
他
事
業
（
温
泉
事

業
）の
取
扱
い
に
つ
い
て

新
市
に
お
け
る
そ
の
他
事
業
（
温
泉
事

業
）の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
協
議
の
う
え
次

の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

一
　
温
泉
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と

お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
こ
と

二
　
温
泉
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
現
行
の

と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
平
成
十
九

年
度
ま
で
に
調
整
す
る
こ
と

三
　
加
入
金
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お

り
と
す
る
こ
と

四
　
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
霧
島
町
の
例

に
よ
り
合
併
ま
で
に
調
整
す
る
こ
と

【
提
案
さ
れ
た
事
項
】

○
　
住
民
説
明
会
資
料
（
素
案
）
に
つ
い
て

一
市
六
町
に
よ
り
合
併
を
行
っ
た
場
合
、

住
民
生
活
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
、

ま
た
、
新
市
の
将
来
は
ど
の
よ
う
な
姿
に

な
る
の
か
等
、
現
在
ま
で
に
協
議
・
調
整
を

行
っ
て
き
た
内
容
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
を

行
う
た
め
の「
住
民
説
明
会
資
料（
素
案
）」

に
つ
い
て
、
次
回
の
協
議
会
議
事
の
提
案
説

明
が
あ
り
ま
し
た
。

第
二
十
七
回
協
議
会

【
協
議
さ
れ
た
事
項
】

○
　
住
民
説
明
会
資
料
（
素
案
）
に
つ
い
て

住
民
説
明
会
資
料（
素
案
）に
つ
い
て
は
、

前
回
第
二
十
六
回
協
議
会
に
お
い
て
事
前

提
案
し
て
い
ま
し
た
が
、
委
員
か
ら
合
併

し
た
場
合
、
合
併
し
な
か
っ
た
場
合
の
財

政
比
較
が
で
き
る
資
料
等
の
要
望
が
あ
り
、

協
議
を
行
い
一
部
修
正
の
う
え
承
認
さ
れ

ま
し
た
。

今
後
、
こ
の
説
明
会
資
料
は
各
世
帯
に

配
付
さ
れ
、
各
市
町
に
お
い
て
住
民
説
明

会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。



姶良中央地区
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第27回会議の冒頭、合併協議会会長から溝辺町議会において、「姶良中央地区合併協議会から離

脱する決議」が可決されたことを踏まえ、次の会長コメントを発表したことが明らかにされました。

姶良中央地区合併協議会会長コメント

溝辺町の議会において、協議会から離脱をすることが決議されたという

ことでありますが、この協議会は、昨年5月22日に設立総会が開催されて

から、今日まで26回にも及ぶ協議会が開催され、平成16年3月31日には

「新市まちづくり計画」について県知事との協議が整い、また、6月10日に

開催された合併協議会では、51の協定項目のすべての協議も終わったと

ころであります。協議会委員をはじめ、まちづくりフォーラム委員、1市6

町の住民、各議会、新市の名称に応募していただいた多くの方々などたく

さんの皆様のご尽力、ご協力があってここまできたものと思っているとこ

ろであります。

これからは、7月からの住民説明会に続き、合併協定調印式、各市町で

の廃置分合の議案の提案など大きな日程が控えている中で、離脱をすると

いう決議がされたことについては、非常に驚いています。

この姶良中央地区合併協議会は、あくまで1市6町を構成市町とする協議

会であり、溝辺町議会で離脱を決議されたとは言え、これまでの経緯から

溝辺町長がこの決議により合併協議会から離脱の意思決定をされるとは考

えられず、また、町長からは、この1市6町の首長が集まった中では、1市6

町を枠組みとする合併の実現に向けて取り組むことの申し合わせを何回も

確認をしてきているところであり、その信頼は揺るがないものと考えてお

ります。

溝辺町議会が「離脱の決議」をされたことについては、1市6町を枠組み

とする合併協議会に関わることでありますので、6月24日に開催される第

27回協議会の中で溝辺町長から、今回の件について説明がなされ、今後の

対応などについて協議されることになるものと思います。

協議会会長といたしましては、今後とも1市6町の合併実現に向けて努力

してまいりたいと考えております。

また、溝辺町長からも溝辺町議会における「合併協議会から離脱する決議」がされたことについての

状況報告があり、「ここに至っての1市6町以外の枠組みというのはとても考えられない、今後も1市6

町の枠組みを実現できるよう最善の努力をする。」との意志表明がなされました。

また、姶良中央地区合併協議会は、このような状況報告を受け、溝辺町の事態の推移を見守ること

の確認がされました。



4

現在までに承認された協定項目　第5回 
協定項目 

協定項目 
番号 調整方針の内容等 

23 消防団の取扱い 

１　１市６町の消防団員は、すべて新市に引き継ぐ。 

２　新市の消防団は７団で構成し、原則として団の指揮命令系統及び管轄区域

は現行のとおりとする。なお、合併後４年以内に組織形態及び定員などの見直

しを行う。 

３　各消防団の組織形態は部制を基本とし、階級も含めて合併までに統一する。 

４　消防団拠点施設及び機械等はすべて新市に引き継ぐ。 

・新市の団組織は、７団体制となる。 

・団長はひとつの市に７名となる。 

・７名の団長による互選により、連合団長を１名選出する。 

 

新市消防団体制のイメージ図 

国
分
消
防
団
長 

副
団
長 

分
団
長 

副
分
団
長 

部
　
長 

班
　
長 

団
　
員 

副
団
長 

分
団
長 

副
分
団
長 

部
　
長 

班
　
長 

団
　
員 

副
団
長 

分
団
長 

副
分
団
長 

部
　
長 

班
　
長 

団
　
員 

副
団
長 

分
団
長 

副
分
団
長 

部
　
長 

班
　
長 

団
　
員 

副
団
長 

分
団
長 

副
分
団
長 

部
　
長 

班
　
長 

団
　
員 

副
団
長 

分
団
長 

副
分
団
長 

部
　
長 

班
　
長 

団
　
員 

副
団
長 

分
団
長 

副
分
団
長 

部
　
長 

班
　
長 

団
　
員 

溝
辺
消
防
団
長 

横
川
消
防
団
長 

牧
園
消
防
団
長 

霧
島
消
防
団
長 

隼
人
消
防
団
長 

福
山
消
防
団
長 

霧島市消防団連合団長 
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姶良中央地区

協定項目 
協定項目 
番号 調整方針の内容等 

23 消防団の取扱い 

25-6 消防防災関係事業の 

取扱い 

 

各市町の消防団の現況 

各市町の現況 

 

福山町 隼人町 霧島町 牧園町 横川町 溝辺町 国分市 

分 団 数 
及び部数 

7分団 
21部 

4分団 5分団 9分団 4分団 
6分団 
17部 
2班 

8分団 

団　　長 
副 団 長 
分 団 長 
副分団長 
部　　長 
班　　長 
団　　員 
合　　計 

1 
2 
7 
7 
21 
21 
240 
299 
21 
378 
63 
7 
14 
ー　 

1 
1 
4 
4 
5 
20 
84 
119 
4 

130 
104 
4 
5 
8

1 
1 
5 
5 
10 
15 
65 
102 
9 

ー　 
14 
2 
9 

ー　 

1 
2 
9 
9 
9 
32 
123 
185 
9 
18 
42 
5 
9 
16

1 
2 
4 
4 

ー　 
20 
68 
99 
4 
88 
50 
4 
4 
6

1 
2 
6 

ー　 
17 
40 
171 
237 
19 
273 
22 
10 
9 
9

1 
2 
8 
8 
8 
22 
99 
148 
8 
38 
92 
2 
7 
1

詰　　所 
消 火 栓 
防火水槽 
ポンプ車 
積 載 車 

小型動力ポンプ 

実
　
員
　
数 

福山町 隼人町 霧島町 牧園町 横川町 溝辺町 国分市 

防災会議 

水防協議会 

水防計画 

計画概要 

防災体制 

水防業務 
概　　要 

国分市 
防災会議 

風水害 
対策編 

消防団が 
兼務 

消防団が 
兼務 

消防団が 
兼務 

消防団が 
兼務 

消防団が 
兼務 

消防団が 
兼務 

消防団が 
兼務 

風水害 
対策編 

一般災害 
対策編 
震災対策 
編 

風水害 
対策編 

風水害 
対策編 

風水害 
対策編 

風水害 
対策編 

無 

有 

第１配備 
第２配備 
第３配備 

車載30台 
可搬10台 
携帯54台 

車載27台 
可搬4台 
携帯3台 

車載30台 
携帯10台 

車載27台 
可搬15台 

車載25台 
携帯26台 

車載34台 
携帯26台 

車載23台 
携帯10台 

第１配備 
第２配備 
第３配備 
緊急配備 

第１配備 
第２配備 
第３配備 

第１配備 
第２配備 
第３配備 

第１配備 
第２配備 
第３配備 

第１配備 
第２配備 
第３配備 

第１配備 
第２配備 
第３配備 

無 有 無 無 有 有 

無 有 有 無 無 無 有 

無 有 有 無 無 無 有 

有 有 有 有 有 有 有 

市役所内 役場内 役場内 役場内 役場内 役場内 役場内 

無 
横川町水 
防協議会 

無 無 
隼人町水 
防協議会 

福山町水 
防協議会 

溝辺町 
防災会議 

横川町 
防災会議 

牧園町 
防災会議 

霧島町 
防災会議 

隼人町 
防災会議 

福山町 
防災会議 

1　新市に防災会議及び水防協議会をおき、速やかに地域防災計画及び水防計
画を策定する。 

２　災害対策本部の組織編成は、新市の行政組織や常備消防体制と整合性を図
り、合併までに調整する。 
３　防災無線については、次のとおりとする。 
（１）同報系は、現行のとおり新市に引き継ぐ。未整備地区にも災害危険箇所等を
優先し、新市において導入を検討する。 

（２）移動系は、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、集中管理室の設置を
検討する。 

４　新市において速やかに、周辺市町及び関係機関と「災害相互応援協定」を締
結する。 

地
域
防
災
計
画 

防
災
無
線 

同報無線 
個別受信 
移動無線 
統制台等 

型及び 
台　数 
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協定項目 
協定項目 
番号 調整方針の内容等 

25-10 環境衛生事業の 

取扱いについて 

各市町の現況 

 

収
集
品
目 

ご
み
資
源
化（
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
関
連
） 

１　ダイオキシン等有害物質の発生防止については、現行のとおり新市に引き

継ぐものとする。 

２　公害調査の実施方法については、国分市の調査体制等を基本に、新市におい

て調整する。 

３　環境対策審議会については、設置をしている国分市、横川町、隼人町の例に

より、新市にいて調整する。 

４　浄化槽整備計画については、下水道計画のある国分市、牧園町、隼人町の例

により、新市において速やかに策定するものとする。 

５　合併処理浄化槽の補助事業については、新市に引き継ぐものとする。ただ

し、補助対象区域及び補助内容については、合併までに調整する。 

６　廃棄物処理基本計画については、国分市の例により、新市において策定す

る。また、処理計画（実施計画）については、当分の間、旧市町方式での計画で策

定し、衛生管理組合との協議を経て、新市において速やかに調整する。 

７　不燃物処理場については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。なお、

新たな施設については、新市において検討する。 

８　容器包装リサイクル法関連の資源ごみの収集品目、収集回数、排出先等につ

いては、当分の間、現行のとおりとし、新市において調整し、統一するものとす

る。ただし、収集品目については、横川町、牧園町の例により調整し、統一する

ものとする。なお、統一の時期については、新市において協議する。 

９　ごみの収集方法については、衛生管理組合等と協議を行い、合併までに調整

する。また、ごみの運搬体制については、現行のとおり新市に引き継ぐものと

する。 

10　し尿・浄化槽汚泥の収集方法及び運搬体制等については、現行のとおり新市

に引き継ぐものとする。また、汲み取り料金については、合併までに調整する。 

11　環境保全協定については、新市において協定内容を見直し、速やかに締結す

る。 

12　地球温暖化対策については、地球温暖化防止計画を隼人町、福山町の例によ

り、新市において速やかに策定する。 

福山町 隼人町 霧島町 牧園町 横川町 溝辺町 国分市 
スチール缶 

アルミ缶 

無色透明

び　　ん 

茶色びん 

そ の 他  

色のびん 

　 ー 　  

新聞・折込

みチラシ 

雑誌・カ

タログ類 

段ボール 

　 ー 　
 

 

　 ー 　
 

 

　 ー 　
 

 

ペット 

ボトル 

スチール缶 

アルミ缶 

無色透明

び　　ん 

茶色びん 

そ の 他  

色のびん 

　 ー 　  

新聞紙、

チ ラ シ  

雑誌等 
 

段ボール 

その他の

紙 類  

　 ー 　
 

 

紙パック 
 

ペット 

ボトル 

空き缶 
 

無色びん 
 

茶色びん 

その他 

び　ん 

生きびん 

新聞・チ

ラシ広告 

雑誌カタ

ロ グ 等  

段ボール 

そ の 他  

紙製容器 

　 ー 　
 

 

飲 料 用  

紙パック 

ペット 

ボトル 

空き缶 
 

無色びん 
 

茶色びん 

その他 

び　ん 

　 ー 　  

新聞・チ

ラシ広告 

雑誌カタ

ロ グ  

段ボール 

そ の 他  

紙製容器 

　 ー 　
 

 

飲 料 用  

紙パック 

ペット 

ボトル 

空き缶 
 

無色透明

び　　ん 

茶色びん 

その他 

び　ん 

生きびん 

新聞紙、

チ ラ シ  

雑誌等 
 

段ボール 

　 ー 　
 

 

　 ー 　
 

 

紙パック 
 

ペット 

ボトル 

スチール缶 

アルミ缶 

無色透明

び　　ん 

茶色びん 

その他の

び ん  

生きびん 

新聞紙、

チ ラ シ  

雑誌等 
 

段ボール 

　 ー 　
 

 

　 ー 　
 

 

紙パック 
 

ペット 

ボトル 

空き缶 
 

無色透明

び　　ん 

茶色びん 

その他 

び　ん 

　 ー 　  

新聞 
 

チラシ 
 

段ボール 

雑 誌 ・  

カタログ 

紙箱、 

用紙等 

紙パック 
 

ペット 

ボトル 

缶　類 

び ん 類 

紙　　類 

紙パック類 

ペ ッ ト 

ボトル類 
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姶良中央地区

協定項目 
協定項目 
番号 調整方針の内容等 

25-10 環境衛生事業の 

取扱いについて 

25-26 病院関係事業の 

取扱いについて 

 

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
数（
排
出
先
） 

ご
み
資
源
化
・
ご
み
収
集
方
法 

ご
み
収
集
回
数
・
運
搬
体
制 

収
集
回
数 

収集・運搬体制 

収集方式 

収集運搬業者 

公設医療機関等の現状 

【診療科目】 内科、小児科 
【診 療 日】 土曜、日曜、祝日、休日、年末年始 
【医　　師】 1名 
【看 護 師】 2名 
【事 務 員】 1名 
 医師については、国分市内の開業医によ

る輪番制 
【受診者数】 401名（平成14年度実績） 
 市内305名、市外96名 
【事 業 費】 14,513,229円（平成14年度実績） 
 　うち施設設備等改修費9,156,600円 

【内　　容】 国立病院等の再編により、公設民営型病
院として開業（平成12年７月1日） 

【管理運営】 姶良郡医師会に委託 
 診療費は町の収入として受け入れ 
【委 託 料】 人件費は交付金として交付 
 その他経費は委託料 
【診療科目】 内科、呼吸器科、消化器科、リュウマチ科、

小児科、外科、整形外科、リハビリテー
ション科、脳神経外科、放射線科、麻酔科 

【病 床 数】 254床（内感染病床4床） 
【診 療 日】 月曜日から土曜日 
【診療時間】 月曜日から金曜日8：30～17：00 
 土曜日8：30～12：30

市町名 

国分市 

隼人町 

施設名 概　　要 

 

収
集
品
目 

ご
み
資
源
化（
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
関
連
） 

福山町 隼人町 霧島町 牧園町 横川町 溝辺町 国分市 

　病院、診療所については、新市に引き継ぐ。なお、夜間診療の医師体制について

は、合併後に委託先と協議する。 

　新市の医療体制の充実を図るため、医師会、保健・福祉との連携を強化し、調整

を行う。 

 

1035 

箇所 
 

 

週2回 
 

月1回 

月1回 

年2回 

8週1回 

月1回 

13社 

121箇所 
 

49箇所 

ー 

ー 

週2回 

 
月1回 

月1回 

ー 
 

各自 

7社 

108箇所 

70箇所 

70箇所 
 

108箇所 

週2回 
 

月1回 

月1回 

年2回 
 

年2回 

4社 

17箇所 

108箇所 
 

40箇所 

1箇所 

週2回 
 

月1回 

月２回 

年2回 
 

年2回 

6社 

70箇所 

 

44箇所 
 

 

週2回 
 

月1回 

月1回 

月1回 
 

月1回 

2社 

417箇所 

331箇所 

248箇所 
 

331箇所 

週2回 
 

月1回 

月1回 

月1回 
 

月1回 

5社 

123箇所 

 
 

33箇所 

 

週2回（一

部週1回） 

月1回 

月1回 

月1回 
 

年1回 

1社 

乾電池 

蛍光灯 

有害 

ごみ 

可燃ごみ 

不燃ごみ 

資源ごみ 

　　有害ごみ 

粗大ゴミ 

可燃ごみ 

 
不燃ごみ 

資源ごみ 

 

 

粗大ごみ 

 

委　　　　　　託 

ステーション方式 

植 物 性  

天ぷら油 

　 ー 　  

蛍光灯 

乾電池 

その他プ

ラスチッ

ク製容器 

　 ー 　  

 

　 ー 　  

　 ー 　  

　 ー 　  

その他プ

ラスチッ

ク製容器 

　 ー 　  

 

布類 

　 ー 　  

　 ー 　  

その他プ

ラスチッ

ク製容器 

　 ー 　  

 

布類 

　 ー 　  

　 ー 　  

その他プ

ラスチッ

ク製容器 

廃食油 
 

古繊維類 

蛍光灯 

乾電池 

その他プ

ラスチッ

ク製容器 

廃食油 
 

古繊維類 

廃蛍光灯 

廃乾電池 

その他プ

ラスチッ

ク製容器 

食用油 
 

　 ー 　  

蛍光灯 

乾電池 

その他プ

ラスチッ

ク製容器 

そ の 他 

プラスチック 

製 容 器 

食用油類 

布　　類 

蛍光灯類 

電 池 類 

国分市立 

土曜休日 

夜間診療所 

隼人町立 

医師会医療 

センター 
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協定項目 
協定項目 
番号 調整方針の内容等 

25-26 病院関係事業の 

取扱いについて 

25-1 男女共同参画事業の 

取扱いについて 

隼人町立 

医師会医療 

センター 

市町名 

隼人町 

施設名 概　　要 

 

　新市において、男女共同参画事業を総合的に推進するための男女共同参画基本

計画を速やかに策定する。 

 

【具体的な調整方針】 

　新市においても、男女が社会の対等な構成員として社会のあらゆる分野におけ

る活動に参画する機会が確保され、共に責任を負い、対等なパートナーとして等

しく人権が尊重される社会、いわゆる男女共同参画社会の形成を推進していく必

要がある。 

　そのためには、新市における「新たな庁内推進体制の組織化」、「新たな懇話会

（推進委員会）の設置」及び新市における男女共同参画に関する各施策を総合的に

推進するための「新たな男女共同参画基本計画の策定」を早急に行う必要がある。 

　更には、新市における男女共同参画の理念を掲げる男女共同参画条例の制定も

重要課題となってくる。 

　また、男女共同参画基本計画策定までは、現在各市町が取り組んでいる各事業

を再編拡大して実施していく必要がある。 

【患 者 数】 平成14年度 

【職 員 数】 （平成15年6月1日現在） 

【病　　棟】 

区分 

入院 

外来 

年延患者数 

67,487人 

73,401人 

診療日数 

365日 

294日 

平均患者数／1日 

184.9人 

249.6人 

区　分 

医 師  

看 護 師  

薬 剤 師  

放 射 線 技 師  

臨床検査技師 

理 学 療 法 士  

作 業 療 法 士  

管 理 栄 養 士  

事 務 職  

看 護 助 手  

そ の 他  

計 

計 

31人 

150人 

5人 

7人 

3人 

4人 

3人 

2人 

35人 

19人 

14人 

273人 

非常勤 

8人 

16人 

ー 

ー 

ー 

ー 

ー 

ー 

ー 

5人 

13人 

42人 

常　勤 

23人 

134人 

5人 

7人 

3人 

4人 

3人 

2人 

35人 

14人 

1人 

231人 

病棟名 

東1病棟 

西1病棟 

東2病棟 

西2病棟 

東3病棟 

計 

病床数 

50床 

50床 

48床 

50床 

52床 

250床 

病棟の状況 

整形・内科・リハビリ他 

内科・消化器・リハビリ 

外科・内科他 

消化器・内科他 

循環器・内科他 

一般病床数 

【緊急体制】 救急患者については、24時間で対応 
 小児救急体制 
 　夜間診療　月曜日から土曜日 
 　20：00～23：00（祝祭休日は除く） 
 　日曜日18：00～22：00 
【休 診 日】 日曜日、祝日、12月29日～1月3日 
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姶良中央地区

協定項目 
協定項目 
番号 調整方針の内容等 

25-5 納税関係事業について 

１　個人市民税、固定資産税の前納報奨金については、合併後の平成１７年度か

ら廃止する。 

２　納税組合については、合併後の平成１７年度から廃止する。 

国分市 溝辺町 横川町 牧園町 霧島町 隼人町 福山町 

前納報奨金の取扱い 

各市町の現況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H12から廃止 

【概要】 
個人の町県民税
の納税義務者（特
別徴収者を除く）
及び固定資産税
の納税義務者（法
人を含む）で、第
１期納期限中に
第２期以後の納
付額全額を納付
した場合に交付 
 
【報償率】 
0.5％×納期前
月数 
10円未満の端
数があるとき又
はその金額が
100円未満であ
るときは、その
端数金額又はそ
の全額を切り捨
てる 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【限度額】 
限度額10万円 

【概要】 
個人の町県民税
の納税義務者及
び固定資産税の
納税義務者（法
人を除く）で、第
1納期限中に第
2期以後の納付
額全額を納付し
た場合で、徴収
金の未納がない
ものに交付 
【報償率】 
１％×納期前月
数 
100円未満の端
数は切り捨てる 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【限度額】 
限度額10万円 

【概要】 
個人の町県民税
の納税義務者及
び固定資産税の
納税義務者で、
第1納期限中に
第2期以後の納
付額全額を納付
した場合で、徴
収金の未納がな
いものに交付 
 
【報償率】 
１％×納期前月
数 
100円未満の端
数は切り捨てる 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【限度額】 
限度額10万円 

【概要】 
個人の町県民税
の納税義務者及
び固定資産税の
納税義務者で、
第1納期限中に
第2期以後の納
付額全額を納付
した場合で、徴
収金の未納がな
いものに交付 
 
【報償率】 
●町県民税 
第2期の税額の
10％ 
確定金額に10
円未満の端数が
あるとき又はそ
の金額が100円
未満であるとき
は、その端数金
額又はその全額
を切り捨てる 
●固定資産税 
前納金額×前納
月数／100 
結果的に第2期
の税額の9％、
確定金額に１０
円未満の端数が
あるとき又はそ
の金額が100円
未満であるとき
は、その端数金
額又はその全額
を切り捨てる 
【限度額】 
限度額10万円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H15から廃止 

【概要】 
個人の町県民税
の納税義務者及
び固定資産税の
納税義務者で、
第1納期限中に
第2期以後の納
付額全額を納付
した場合で、徴
収金の未納がな
いものに交付 
 
【報償率】 
１％×納期前月
数 
100円未満の端
数は切り捨てる 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【限度額】 
固定資産税2期
税額の14％ 
町県民税2期税
額の9％ 

国分市 溝辺町 横川町 牧園町 霧島町 隼人町 福山町 

納税組合の取扱い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H15から廃止 

96組合 
【納税奨励金】 
●普通奨励金 
納期内完納の場
合 
納付令書1枚に
つき4円 
納税額に対し
100分の1．5 
●特別奨励金 
納税成績が優秀
な納税組合に対
し交付 
交付額は、税額
割、令書枚数割、
完納割を勘案し、
予算の範囲内で
交付　　等 
【対象税目】 
町県民税・固定
資産税・軽自動
車税・国保税 
【H14支給実績】 
一般会計 
3,538,580円 
国保会計 
2,806,450円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H13から廃止 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H13から廃止 

36組合 
【補助金】 
●納税組合補助
金 
納期内納付額の
100分の3 
●納税組合長補
助金 
納期内外納付額
の100分の1．5 
●完納奨励金 
完納組合に対し
交付 
 
H16から廃止 
 
 
 
【対象税目】 
町県民税・固定
資産税・軽自動
車税・国保税 
【H14支給実績】 
一般会計 
5,588,460円 
国保会計 
5,901,710円 

196組合 
【納税報奨金】 
●組合報奨金 
納期限までに納
税組合が完納し
た場合 
納付額に対し
100分の1 
１世帯に対し
250円 
●組合長奨励金 
納期限までに納
税組合が完納し
た場合 
納付額に対し
100分の1．5 
１件に対し６円
等 
【対象税目】 
町県民税・固定
資産税・軽自動
車税・国保税 
【H14支給実績】 
組合奨励金 
12,449,350円 
一般会計 
4,168,290円 
国保会計 
13,080,150円 

44組合 
【納税奨励金】 
●普通奨励金 
全納税組合に対
し、納税率及び
納付・取りまと
め件数で金額を
決定し交付 
●特別奨励金 
納期内完納及び
95％以上の納
税率の組合に対
し、予算の範囲
内で交付 
 
 
 
 
【対象税目】 
町県民税・固定
資産税・軽自動
車税・国保税 
【H14支給実績】 
普通奨励金 
3,305,100円 
特別奨励金 
319,800円 
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協議会は傍聴できます

ご意見、ご質問をお寄せください

合併に関してご意見、ご質問等がありましたら、合併協議会事務局又は各市町合併担当課までご連絡

ください。

姶良中央地区合併協議会事務局 〒899-4394 国分市中央三丁目４５番１号　
国分シビックセンター行政棟（国分市役所）７階

TEL 0995-64-0937    FAX 0995-64-0940

合併協議会は、原則として毎月第２・第４木曜日の午後１時30分から開催されます。会場は、国分シビック

センター複合施設棟２Ｆ多目的ホールです。

傍聴者の定員は30名となっています。希望される方は、会議当日に傍聴者受付までお越しください。

なお、会議開会15分前から傍聴証を発行しますが、15分前における傍聴希望者が定員を超える場合に

は、抽選により傍聴者を決定します。

当面の協議会開催日程 第28回協議会 7／22（木） 第29回協議会 8／19（木）

（今後の協議会は、原則として月1回の開催を予定していますが、状況により開催日程が追加又は変更さ

れる場合があります。）

姶良中央地区合併協議会の協定項目協議状況 

 1、 合併の方式 

 2、 合併の期日 

 3、 新市の名称 

 4、 新市の事務所の位置 

 5、 財産の取扱い 

 6、 新市まちづくり計画 

 7、 議会議員の定数及び任期の取扱い 

 8、 地域審議会の設置 

 9、 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い 

 10、 地方税の取扱い 

 11、 一般職の職員の身分の取扱い 

 12、 特別職の身分の取扱い 

 13、 条例、規則等の取扱い 

 14、 事務組織及び機構の取扱い 

 15、 一部事務組合等の取扱い 

 16、 使用料、手数料等の取扱い 

 17、 公共的団体等の取扱い 

 18、 補助金、交付金等の取扱い 

 19、 町名･字名の取扱い 

 20、 慣行の取扱い 

 21、 国民健康保険事業の取扱い 

 22、 介護保険事業の取扱い 

 23、 消防団の取扱い 

 24、 自治会・行政連絡機構の取扱い 

 25、 各種事務事業の取扱い 

(1) 男女共同参画事業 

(2) 姉妹都市･国際交流事業 

(3) 電算システム事業 

(4) 広報広聴関係事業 

(5) 納税関係事業 

(6) 消防防災関係事業 

(7) 交通関係事業 

(8) 窓口業務 

(9) 保健衛生事業 

(10) 環境衛生事業 

(11) 障害者福祉事業 

(12) 高齢者福祉事業 

(13) 児童福祉事業 

(14) 生活保護事業 

(15) その他の福祉事業 

(16) 農林水産関係事業 

(17) 商工･観光関係事業 

(18) 建設関係事業 

(19) 上･下水道事業 

(20) 学校教育事業 

(21) コミュニティ施策 

(22) 社会教育事業 

(23) 情報公開制度 

(24) 社会福祉協議会関係事業 

(25) 第三セクター等関係事業 

(26) 病院関係事業 

(27) その他事業 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 
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◎承認済：協議会の会議において承認済み 

○提案中：協議会へ提案中又は小委員会で協議中 

△未協議：協議項目として未提案 

※平成16年6月末現在における協議状況です。 

協定項目 
承
認
済 

提
案
中 

未
協
議 

協定項目 
承
認
済 

提
案
中 

未
協
議 


